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令和５年５月 29 日 

 
食品企業関連団体 各位 

 
                  

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課長 
 
 

「食品ロス削減推進表彰」募集について 
 
 
日頃より、農林水産省の施策に御理解・御協力を賜わり感謝申し上げます。 

 

消費者庁及び環境省は食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを

目的として、「食品ロス削減推進表彰」を下記のとおり実施することとしました。この

表彰は、食品ロス削減の推進に資する取組を実施している者であって、消費者等に対し

広く普及し、波及効果が期待できる活動を行った者であればどなたでもご応募いただく

ことができます。また、消費者庁及び環境省とともに食品ロス削減を推進している農林

水産省も後援しています。日頃より食品ロス削減に向けて消費者への普及啓発活動に取

り組んでおられる食品関連事業者におかれましては、本表彰事業で受賞されれば今後の

取組に向けて励みになると思います。つきましては、このことについて貴団体の会員企

業の皆様へ周知いただきますようお願い申し上げます。  

 

記 
 

１．概要 
食品ロス削減の推進に資する取組を実施している者であって、消費者等に対し広く普

及し、波及効果が期待できる活動を行った者に対して表彰を行うことにより、食品ロス

削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、表彰を行います。 
 
２．募集の対象（自薦及び他薦を問いません） 
消費者等に対し広く普及し、波及効果が期待できる、食品ロス削減の推進に資する取

組を行った者とします。 
 
３．審査 
食品ロス削減の推進に関する有識者等で構成される「審査委員会」（委員は７．に掲載）

において、選考基準に基づき審査を行います。 
 
４．表彰 
 環境大臣賞： １点 
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）賞： １点 
環境事務次官賞： ２点以内 
消費者庁長官賞： ２点以内 



食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞： ４点以内 
 
５．募集締切 
 令和 5 年 7 月 31 日 
６．応募方法 
 専用の推薦調書をダウンロードし、必要事項を記入の上、以下の消費者庁特設サイト

「めざせ!食品ロス・ゼロ」内の食品ロス削減推進表彰応募フォームからお申込みくださ  
い。 
 推薦調書の様式及び詳細は、以下の URL をご覧ください。 
 
（令和５年度食品ロス削減推進表彰の募集について） 

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/R5award.html  

 
７．令和５年度食品ロス削減推進表彰審査委員会委員 
 委員は以下の方々です。（五十音順・敬称略）. 
 
 浅利 美鈴   京都大学大学院地球環境学童 准教授 
 石川 雅紀   叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部  

特任教授 食品ロス削減推進会議 委員 
 小林 富雄   日本女子大学 家政学部 教授 食品ロス削減推進会議 委員  

ドギーバッグ普及委員会 委員長 
 崎田 裕子   ジャーナリスト・環境カウンセラー 食品ロス削減推進会議委員 
         全国食べきり運動ネットワーク協議会 会長 
 増田 悦子   公益社団法人 全国消費生活相談員協会 理事長 
 山川 肇    京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授 

 
 
 
 

（連絡先） 

外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室 

 担当：月岡、古木、髙橋 

  電話：03-6744-2066 

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/R5award.html

